
安全運転管理者による酒気帯び確認方法について

令和４年10月１日からのアルコール検知器使用
による酒気帯び確認は検知器の供給状況など
から延期されました。

これにより
、検知器による酒気帯び確認当分の間

は義務化とならず、目視等による
確認が継続されることになります。

・・・供給状況に見通しが立っ※ 当分の間
ていないため具体的な開始時期は未定
となります。

飲酒運転は絶対にやめましょう！

アルコール検知器の準備をしましょう！

将来的にはアルコール検知器使用
が義務化となります。
事業所の皆様は引き続きアルコー

ル検知器の準備をお願いします。
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